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平成１９年１０月１１日
第１回コンテンツ企画ワーキンググループ資料

資料２

新たなサービス展開に関する
現状と課題について



2

Ⅰ 通信と放送に関する知財法制の在り方について
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１.コンテンツの流れ（通信・放送を中心に）

創 造 流 通 利 用

放送・有線放送

映画

ＤＶＤ・ＣＤ

通信

利
用
者

新たなサービス
二
次
利
用

二
次
利
用

二
次
利
用

著作隣接権者

実演家
レコード製作者
放送事業者

有線放送事業者

著作権者

原作者
脚本家
写真家
作曲家
作詞家
等

出版物

映画

ＤＶＤ・ＣＤ

出版物

技術革新等により、通信と放送の垣根を越えた新たなサービス展開が本格化
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２．新サービスの展開（例）
①ＩＰＴＶ

テレビ向けの通信配信が活発化。利用者から見れば、ＩＰマルチキャ
ストによるストリーミング型配信は有線放送とほぼ同一

リクエストに応じて送信

放送局放送

情報は常に受信機まで届いている

放送局有線放送
情報は常に受信機まで届いている

自動公衆送信
（IPマルチキャスト）

サーバー IPマルチキャスト

情報はサーバーから一斉送信

リクエストに応じて送信（選局）

提供者

自動公衆送信
（インタラクティブ送信）

サーバー

提供者

無線

有線

ＩＰマルチキャストサービスの例
ビービー・ケーブル「ＢＢＴＶ」、ＫＤＤＩ「ひかりｏｎｅ」、オンラインティーヴィ「４ｔｈ ＭＥＤＩＡ」、アイキャスト「オンデマンドＴＶ」

選局

選局
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ワンセグやデジタルラジオ等の携帯端末向けマルチメディア放送では、映像、
音楽、データ等の組み合わせによる新しいサービスが進展。利用者から見れ
ば、ダウンロード型放送は、通信による配信とほぼ同一

ダウンロードコンテンツダウンロードコンテンツ

ストリーミングコンテンツストリーミングコンテンツ

映像、音声

楽曲、動画、高画質静止画、
地図、データ等

ダウンロード
コンテンツの購入

コンテンツ復号化鍵

認証・課金

•放送波を利用して、ストリーミングコンテンツと
それに関連するダウンロードコンテンツを送出。

•ダウンロードコンテンツの有料化には、通信を
利用する課金モデルを適用。

「地上デジタル音声放送（デジタルラジオ）」の実用化試験放送を実施中。米国では２００７年３月から「ＭｅｄｉａＦＬＯ」を提供中。
総務省で携帯端末向けマルチメディア放送サービスの制度的・技術的課題を検討中。

放送 通信

番組に関連するデータの表示、
ネットサービスへの誘導 等

・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
･･･････････････
･･････････

番組に関連する楽曲ファイ
ルやビデオクリップの取得

簡易動画と音声による
放送番組の再生

放送波により予め暗号化されたコンテンツが配信され、通信網を介して利用者が
コンテンツの購入処理を行うと、コンテンツ複号化鍵が送信され視聴可能となる。

２．新サービスの展開（例）
②携帯端末向けマルチメディア放送
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２．新サービスの展開（例）
③インターネットラジオ
インターネットラジオにおけるストリーミング型配信は、利用者から見れ
ば、放送とほぼ同一

インターネットラジオの例：
ニッポン放送「Ｓuono Ｄｏｌｃｅ」、Ｊ－Ｗａｖｅ 「Ｂｒａｎｄｎｅｗ－Ｊ」、ＴＢＳラジオ「ＯＴＴＡＶＡ」、ヤフー 「ＳＯＵＮＤ ＳＴＡＴＩＯＮ」等

ラジオ放送インターネットラジオ

同一内容を同時に配信

限定限定されない場合が多い受信地域

受信機へ常に送信リクエストに応じて送信送信形態

全ての利用者が、同時に受信同時性

全ての利用者が、同一内容を受信内容

ラジオ放送インターネットラジオ

放送通信
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２.新サービスの展開（俯瞰図）

インターネットラジオ
ニッポン放送、Ｊ－Ｗａｖｅ等

サ
ー
バ
型
放
送

ＧｙａＯ、ヤフー動画、
ＹｏｕＴｕｂｅ等、
ＡＢＣ等のキャッチ
アップＴＶ等

ＩＰマルチキャスト
４ｔｈＭｅｄｉａ、オンデマンドＴＶ、ＢＢＴＶ、ひかりｏｎｅ

インターネットＴＶ

ＧｙａＯ Ｎｅｘｔ等

アクトビラ

Ｐ２Ｐ
ＢｉｔＴｒｒｅｎｔ
Ｊｏｏｓｔ等

音楽配信
ｉＴｕｎｅｓ、Ｍｏｒａ等

ｉＴｕｎｅｓ、
ＢＢＣ ｉＰｌａｙｅｒ等

ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト

４ｔｈＭｅｄｉａ、オンデマンドＴＶ、
ＢＢＴＶ、ひかりｏｎｅ等

ＡｐｐｌｅＴＶ等

ＩＰＴＶ

ライブ配信

電気通信役務利用放送
オプティキャスト、ケーブルテレビジョン東京等

内蔵型

マルチメディア放送

有線放送 ＶＯＤ
Ｊ：ＣＯＭ等

携帯端末
放送

地上放送、衛星放送

下図は、新たなサービスの展開状況を俯瞰した一例。利用者から見れ
ば、ストリーミング型配信とダウンロード型配信に大別される

Ｐ
Ｃ

開
放
型

Ｉ
Ｐ
配
信

ＶＯＤ自主放送同時再送信機器伝送路

Ｓ
Ｔ
Ｂ

テ
レ
ビ

閉
鎖
型

ダウンロードストリーミング
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３．現行の著作権法制度①

著作者

公衆送信権(23)

例）ストリーミング、ＶＯＤ
☆送信可能化権を含む

自動公衆送信権

放送権 有線放送権

実演

放送権(92) 有線放送権(92）

レコードの二次使用料を受ける権利(95)

送信可能化権(92の2)

レコード製作者

レコードの二次使用料を受ける権利(97)

送信可能化権(96の2)

放送事業者及び有線放送事業者

再放送権(99) 有線放送権(99）

送信可能化権(99の2)

出典）平成１８年８月文化審議会著作権分科会（ＩＰマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係）報告書

◆著作者、実演家、レコード製作者等の権利

現行著作権法上、放送は「放送権」、通信は「送信可能化権」に明確に区
別されている
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３．現行の著作権法制度②

１．で例示した新たなサービスについても、利用者にとっては実態的に相違
ないサービスであるにもかかわらず、放送と通信に係る事業形態の区別によ
り、権利関係や権利処理に要するコスト等が異なることとなる

◆ 多様な放送・通信サービスと現行の著作権制度との関係（例）

放送の同時再送信

著作権 実演・レコード 実演・レコード

放送
許諾権
（公衆送信権）

報酬請求権
（二次使用料）

○

ストリーミング型
許諾権
（公衆送信権）

報酬請求権
（二次使用料）

ダウンロード型
許諾権
（公衆送信権＋複製権）

報酬請求権or許諾権 ？

（二次使用料or録音権・複製権）

有線放送
許諾権
（公衆送信権）

報酬請求権
（二次使用料）

報酬請求権 ○

通信
許諾権
（公衆送信権）

許諾権
（送信可能化権）

報酬請求権 ×

ストリーミング型
許諾権
（公衆送信権）

許諾権
（送信可能化権）

許諾権

（送信可能化権）

ダウンロード型
許諾権
（公衆送信権＋複製権）

許諾権

（送信可能化権＋録音権・複製権）

ストリーミング型
許諾権
（公衆送信権）

許諾権
（送信可能化権）

許諾権

（送信可能化権）

ダウンロード型
許諾権
（公衆送信権＋複製権）

許諾権

（送信可能化権＋録音権・複製権）

CATV,有線ラジオ

IPマルチキャスト

○

サービス形態 レコード音源を利用した自主制作番組サービス

地上放送・衛星放送

携帯端末
向けﾏﾙﾁﾒ
ﾃﾞｨｱ放送

著作隣接

権の付与

インター
ネットラジ
オ

インター
ネットＴＶ

×

×
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４.今後の検討の視点

◆通信と放送の垣根を越えたサービスの展開が本格化
する中、著作権法について、放送と通信の区分に基づ
いて権利関係を規定するのではなく、利用者が享受す
るサービスの形態や特質に応じて、権利関係を規定す
る方向で見直すべきではないか。

◆その際、例えば、ストリーミング型サービスとダウンロ
ード型サービスによる区分も考慮すべきではないか。

◆また、サービス提供事業者の公共性の視点につい
ても考慮すべきではないか。
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〔参考〕通信・放送の総合的法体系の検討

総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」において
通信・放送の垣根を取り払った総合的な法体系を検討

メディアサービス
放送及び放送と類比可能な
コンテンツ配信サービス

公然通信
ＨＰなどの通信コンテンツ

特別メディア
サービス（仮称）

一般メディア
サービス（仮称）

強い規制

緩めの規制

「共通ルール」「共通ルール」

＜コンテンツに関する法体系の在り方＞

総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の中間報告書などを基に事務局作成

＜ＩＣＴネットワークのレイヤー＞

コンテンツレイヤー

ラジオ 音楽 ＴＶ番組 映画 等

プラットフォームレイヤー
ユーザー認証 セキュリティ 課金処理 等

伝送インフラレイヤー
固定通信 移動通信 ケーブルＴＶ 等

レ
イ
ヤ
ー
を
超
え
た
統
合
・
連
携
は
原
則
自
由

固
定
通
信

移
動
通
信

ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ

衛
星
放
送

地
上
放
送

通信 放送

融合現象
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Ⅱ 新たなサービス展開に当たってのその他の課題
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○ネット検索サービスは、利用者にとっては、コンテンツの利用
機会を拡大・多様化させる上で必要不可欠なサービスであり、
かつ、権利者にとっては、自ら創造した著作物を広く周知させる
ことができるものであり、ネットワーク社会におけるインフラとして
の意義を有する。

○ネット検索サービス事業者が、検索エンジンにより、ウェブサ
イトを収集・保存し、検索表示を行う際に、著作権法に抵触する
おそれがあるため、国内に検索サーバーを置くサービスが育っ
ていない。

○このため、ネット検索サービスに係る法的課題を明らかにし、早
急に必要な法的措置を講ずるべきではないか。

１．ネット検索サービスの現状と課題
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インターネット

クローラー インデクサ

インデックス
データベース

検索エンジン Webサーバー

インデックス
を作成

検索要求

検索結果

検索要求

検索結果

利用者

【検索処理の流れ】
①クローラーがWebページ情報を収集し、ストレージサーバに保存（複製）。②収集された情報は検索しやすいようにインデクサがイ
ンデックス化し、データベースに保存（編集）。③利用者が検索ワードを入力すると、データベースに格納された情報を検索し、検索
結果を返す。

検索サーバー【海外】

ストレージ
サーバ

文書

画像

文書‘文書 画像 画像‘

＜複製＞ ＜編集＞

【世界中のＷｅｂページ情報】 【日本】

〔参考〕ネット検索サービスの流れ
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○物理的な利用行為の主体以外の者に対する著作権
侵害については、多数の訴訟が提起されており、「カラ
オケ法理」（目的、管理支配性、利得性）に基づき著作
権侵害に当たるかどうか判断する例が増加。

○インターネット等を活用した新しいサービスが進展して
いるが、関係者が多数存在し、サービス構造も複雑化
していることから著作権侵害になるかどうかあらかじめ
明確な基準が必要。

○このため、法的措置の具体的内容について検討した
上で、早急に措置を講ずるべきではないか。

２．間接侵害に関する現状と課題
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〔参考〕著作権間接侵害に関する主な事件

入居者

録画システム

マンション

入居者

予約
（録画）

視聴

自動公衆送信

「選撮見録」
システム販売

ユーザー

録画システム

事業者

予約
（録画）

視聴

複製

「録画ネット」
サービス提供

市販機

事業者

予約

「まねきＴＶ」
サービス提供

ユーザー

サーバー

事業者

ユーザー

楽曲
送信

ケータイ
で視聴

自動公衆送信

「ＭＹＵＴＡ」
サービス提供

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

寄託 寄託 寄託複製

コンテンツ

コンテンツ

コンテンツ

コンテンツ

視聴
ストリーミング

複製

コンテンツ

放送局 放送局 放送局

コンテンツ

・・・ ・・・ ・・・

選撮見録事件 録画ネット事件 まねきＴＶ事件 ＭＹＵＴＡ事件

→権利侵害
と認定

→権利侵害
と認定

→権利侵害
と認定

→権利侵害なし
と認定（係争中）

事業者
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○このため、一部ＩＰマルチキャスト事業者は、衛星放送事業者からコンテンツの提供が受けにくいとの指摘がある。

○一部ＩＰマルチキャスト事業者は、衛星放送の同時再送信を行っているところ、気象の影響を受けずに安定的に
高品質のコンテンツ情報を入手するため、衛星放送事業者から光通信によりコンテンツ情報を入手し、これを再
送信している。

しかしながら、放送の再送信については、

３．ＩＰマルチキャストをめぐる現状と課題

○電気通信役務利用放送法上、「放送」を受信
して再送信する旨規定されていることから、光通
信によりコンテンツ情報を受信して再送信を行っ
ているIPマルチキャスト事業者の行為はこれに
該当しないと解されている。

○著作権法上、 「放送されるもの」が厳格に解さ

れているため、光通信により放送と同一のコンテ
ンツ情報を受信して再送信を行っているIPマルチ
キャスト事業者の行為はこれに該当しないと解さ
れている。

＜放送の同時再送信をめぐる課題＞

ＩＰマルチキャ
スト事業者

放送

電波受け+キャリア回線

通信

専用線
（キャリア回線）

通信通信

光通信+キャリア回線
専用線 専用線

（キャリア回線）

不要

必要
ＩＰマルチキャ
スト事業者

①

②

放送の同時再送信
に該当

自主放送
に該当

実演家、レコード
製作者の許諾の要否

＜ＩＰマルチキャスト放送に係る事前許諾の要否の違い＞


